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令和７年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要 

  令和７年 10月 17日 

山口県人事委員会   

 
 
 

 

 

 

 

 

職員の給与に関する報告及び勧告 

 
１ 職員給与と民間給与との比較 

(1) 比較方法の見直し 

人事院の見直し内容及び行政課題の複雑化・多様化や厳しい人材獲得競争を踏まえ、

比較対象とする企業規模を５０人以上から１００人以上とする見直しを実施 

(2) 月例給  

民間給与(A) 職員給与(B) 公民較差 (A)－(B)※1 
 
人事院勧告※2 

３７９，９４１円 ３６８，７８８円 １１，１５３円（３．０２％） ３．６２％ 

※1 本年４月分を比較し、民間給与は新規学卒者を除き、職員給与は行政職のうち新規採用者等を

除く４,２４０人（平均４２.９歳）の集計 

※2 「①本府省職員との対応関係を東京２３区・本店の企業規模５００人以上から１，０００人以上とす

る見直し」及び「②比較対象とする企業規模を５０人以上から１００人以上とする見直し」を含む官

民較差。なお、②の見直しのみを行った場合の官民較差は２．８７％ 

(3) 特別給（ボーナス） 

民間支給割合 (A) 職員支給割合(B) 差 (A)－(B) 
 

人事院勧告 

４．６５月分 ４．６０月分 ０．０５月分 ０．０５月分 

※ 民間支給割合は昨年８月から本年７月までを集計。職員支給割合は現行のもの 

２ 給与勧告の内容 

(1) 月例給 

民間給与との均衡を図るため、月例給を３．０２％引き上げるよう、行政職給料表を

改定。その他の給料表は、行政職給料表との均衡を基本に改定 

行政課題の複雑化・多様化や人材の確保等の観点を踏まえ、若年層に重点を置き

つつ、その他の職員についても昨年を大幅に上回る引上げ 

【給与勧告のポイント】 

○公民給与の比較方法の見直し 

比較対象企業規模を５０人以上から１００人以上に引上げ 

○月例給を３．０２％、特別給(ボーナス)を０．０５月分 ともに引上げ 

※月例給、特別給ともに４年連続の引上げ 

※月例給の引上げが３％を超えるのは３４年ぶり 
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(2) 諸手当 

ア 特別給（ボーナス）  

民間の支給割合との均衡を図るため、特別給の年間支給割合を０．０５月分引上げ 

（期末手当及び勤勉手当に０．０２５月分ずつ配分） 

≪期末・勤勉手当の支給割合≫  

区 分 期末手当 勤勉手当 合  計 

６ 月 期 1.25 → 1.2625月分 1.05 → 1.0625月分 2.30 → 2.325月分 

１２ 月 期 1.25 → 1.2625月分 1.05 → 1.0625月分 2.30 → 2.325月分 

年 間 計 2.50 → 2.525 月分 2.10 → 2.125 月分 4.60 → 4.65 月分 

イ 初任給調整手当 

医師等に対する支給月額の限度額を４１７，６００円に引上げ 

ウ 通勤手当 

 (ｱ) 自動車等使用者に対する手当額を月額４００円から２，５００円までの幅で引上げ 

 (ｲ) 月額５，０００円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設 

※１箇月当たりの通勤手当の額の合計額の限度額は、駐車場等の利用に対する

手当額を含めて１５０，０００円 

エ 特地勤務手当等 

特地公署等への採用に伴い転居した職員に手当を新たに支給するなど、国に準じ

て見直し 

オ 宿日直手当 

勤務１回に係る支給額の限度を、通常の宿日直勤務は４，７００円、特殊な業務を主

とする宿日直勤務は７，７００円に引上げ 

(3) 実施時期 

令和７年４月１日から実施。ただし、(2)のウの(ｲ)については令和８年４月１日か

ら実施  

 

３ 今後の課題 

(1) ６０歳前後の職員の給与水準 

６５歳定年の完成を視野に入れた６０歳前後の職員の給与水準の在り方について、

引き続き、国の検討状況を注視していくことが必要 

(2) 教育職員の給与 

給特法等一部改正法が成立したこと等を踏まえ、本県においても、教育職員の処遇

改善を進めるため、所要の措置を講じることが必要 

(3) 職員の月例給与水準を適切に確保するための措置 

月例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を補填するた

めの手当について、国の動向等を注視し、所要の措置を講じることが必要 

(4) 在級期間に係る制度の廃止 

能力・実績に基づく人事管理の推進の観点を踏まえ、在級期間に係る制度の在り方につ

いて検討を進めることが必要 
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【参考資料】 給与改定関連（行政職） 

 

１ 月例給及び年間給与 

区 分 改定前 改定後 改定額 

月 例 給 ３６３，５８２円 ３７４，５６２円 
１０，９８０円 

（３．０２％） 

年 間 給 与 ６，０８２千円 ６，２８７千円 ２０５千円 

（注）１ 新規採用者等を含む行政職４,４７４人（平均４２.１歳）の集計 

   ２ 年間給与は、月例給の１２か月分及び特別給の合計の額 

 

２ 初任給 

区 分 改定前 改定後 改定額 

大学卒業程度 ２２７,５００円 ２３９,６００円 １２,１００円 

高校卒業程度 １９６,２００円 ２０８,５００円 １２,３００円 

 

３ 改定の状況 

区 分 
月 例 給 特 別 給 

増 減 月 
年間給与 
増 減 額 

備 考 
改定額 改定率 

平成28年 892円  0.24％ 0.10月  52千円   

平成29年 0円 0.00％ 改定なし 0円 初任給調整手当のみの改定 

平成30年 716円  0.20％ 0.10月  49千円   

平成31年 74円  0.02％ 0.10月  38千円                

令和２年 改定なし  改定なし △0.05月  △19千円   

令和３年 改定なし  改定なし △0.15月  △56千円   

令和４年 1,119円 0.32％ 0.10月 54千円  

令和５年 3,716円 1.05％ 0.10月 98千円  

令和６年 10,159円 2.86％ 0.10月 207千円  

令和７年 10,980円 3.02％ 0.05月 205千円  

 (注) 月例給改定額・率は、各年の４月１日現在の職員１人当たりの額・率 
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公務運営に関する報告（意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県行政を支える人材の確保 

技術系職種の確保に向けた新たな採用試験の創設のほか、リクルート活動や情報発

信の強化等の取組により県行政を支える人材を確保 

 

２ 働きがいを実感できる環境づくり 

・ 職員の意欲や能力を最大限に引き出すため、特定の行政分野や特定の地域でのエ

キスパートの育成に資する人事異動の在り方を検討 

・ 公民給与の比較対象企業規模を５０人以上から１００人以上とする見直しを実施 

・ 新たな政策課題や複雑化する行政課題に対応した多様な研修を充実し、特にデジ

タル人材の育成に向けた効果的・計画的な研修を実施 

 

３ 働きやすい勤務環境の整備 

・ ワーク・ライフ・バランスに配慮し、多様で柔軟な働き方の実現に向けて、フレ

ックスタイム制の拡充などを検討 

・ 職員が安心して育児・介護と仕事の両立支援制度を利用できるよう、制度の周知

や職員の意識醸成、必要な人員確保 

・ 教員が授業や児童・生徒と向き合う時間を十分に確保し、やりがいを持って教育

活動に専念できるよう、学校における働き方改革を着実に推進 

・ カスタマー・ハラスメントについて、ハラスメントの判断基準や職員の対応の在

り方、相談・研修体制の構築等について、早急に検討 

 

４ 公務員倫理の徹底 

職員一人ひとりが、行政に対する県民の期待と信頼に応えられるよう、職場におけ
る指導や職員研修などの取組を一層推進 

【現状認識】 

○企業の人手不足の慢性化、職業観の多様化や就業意識の変化などを背景に、公務員を

敬遠する風潮がうかがわれ、国・地方を通じて人材の確保が深刻な課題 

○本県でも、採用試験の申込者数は低迷を続け、技術系職種では、採用予定者数に満た

ない職種が広がり始めるなど、人材の確保は極めて深刻な状況 

○一方で、公務職場からの離職を選択する職員も増加し、職員の確保やその定着は待っ

たなしの状況であり、実効ある対策を早急に講じるべき正念場 

 

○志願者を山口県に引きつけるような採用試験制度の一層の見直しが必要 

○職員の事情に応じた柔軟な働き方が選択でき、仕事を通じて達成感が得られ、自己成

長ができるよう、働きやすさと働きがいを併せて実感できる環境を整えていくこと、

それを内外に分かりやすく伝えることが必要 


